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委託仕様書（案） 

 

１ 件名  

（仮称）江東区生物多様性地域戦略策定支援業務委託（令和６年度）  

 

２ 履行期間  

契約確定日の翌日から令和７年３月３１日まで 

 

３ 履行場所  

江東区指定場所 

 

４ 目的 

江東区（以下「区」という。）は、南に東京湾、西に隅田川、東に荒川、

まちなかを縦横に走る河川や運河に囲まれ、東京でも例のない水辺に恵まれ

た地理的・地形的特徴を持っている。 

これまで、水辺に恵まれた地域特性を活かして公園や散歩道の整備・ポ 

ケットエコスペース（「ビオトープ」に対する区独自の呼称）の設置など、

多彩な緑地が連なるようにみどりを整備し、多様な生物が生息・生育できる

ネットワークづくりを進めてきたところである。 

本区の特徴的な生態系は、これまで人の手が入ることによって維持されて

きた。しかし、担い手の不足や開発による緑地の減少、新たな外来種の侵入、

日々の生活や企業活動による消費を通じて、全ての生態系が今のまま維持で

きなくなる可能性がある。 

これらの課題に対処し、さらに持続可能で魅力的な地域づくりを進めるた

めに、「（仮称）江東区生物多様性地域戦略」を策定する。 

策定にあたっては、令和６年度に現地調査や庁外及び庁内での検討を行い、

令和７年度に庁外及び庁内での検討、素案の作成、パブリックコメントを実

施し、２か年の検討期間を予定している。 

以上のことから、本業務の遂行にあたり、豊富な経験と高度な情報収集及
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び分析能力を有する事業者を、プロポーザル方式で選定する。 

５ 業務内容 

 (1) 業務概要 

   本委託の業務概要は以下のとおりとする。 

ア 計画準備・打合せ協議 

イ 調査準備 

ウ 国内外の生物多様性保全に関する動向調査 

エ 区内の現況調査 

オ 区内における取組状況の整理 

カ 地域特性の整理 

キ 課題の整理 

ク 目標等の設定 

ケ 庁外検討組織の設置支援 

コ 検討組織の運営支援 

(2) 計画準備・打合せ協議 

ア 受託者は、本業務実施に先立ち委託の趣旨を十分理解し、作業内容や

工程、作業体制について打合せ協議を行う。また、受託者は、各種調査

方法、中間報告及び調査報告書の取りまとめ方法について協議を行う。 

イ 区は、本委託に関わる資料として前回調査等における資料を貸与する。

資料借用の際は借用書を提出し、破損・紛失等が生じないようにする。

借用資料は以下のものとする。なお、その他必要な資料がある場合は、

担当者と協議により決定する。 

(ｱ)  江東区緑の基本計画改定業務委託報告書（平成３１年３月） 

(ｲ)  江東区緑の基本計画改定業務委託報告書（令和２年３月） 

(ｳ)  江東区みどりの実態調査報告書（令和５年３月） 

(ｴ)  江東区緑視率等調査報告書(平成３１年３月) 

(ｵ)  江東区緑被率等調査報告書(平成２９年３月) 

(ｶ)  江東区緑視率調査及び緑化余地検討業務総括報告書(平成２６年

３月) 
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(ｷ) 江東区みどりと自然の実態調査報告書(平成１９年３月) 

ウ 受託者は、本業務の実施にあたり、江東区請負者等提出書類処理基準

等に基づき以下の書類を区に提出する。また、その他の書類提出がある

場合は、担当者の指示に従うこと。 

(ｱ)  委託着手届(別記様式Ⅱ第１号) 

(ｲ)  工程表(別記様式Ⅱ第１０３号) 

(ｳ)  代理人、主任技術者及び照査技術者通知書(別記様式Ⅱ第２号) 

(ｴ)  経歴書(別記様式Ⅱ第１０４号) 

(ｵ)  身分証明書発行申請書(別記様式Ⅱ第１０５号) 

(ｶ)  調査業務計画書(別記様式Ⅱ追第３号) 

(ｷ)  納品書(別記様式Ⅱ第１０９号) 

(ｸ)  納品内訳書(別記様式Ⅱ第１１０号) 

(ｹ)  委託完了届(別記様式第４号の５) 

 (3) 調査準備 

ア 主任技術者の選任 

受託者は、業務の円滑な進捗を図るため、主任技術者を配置する。主

任技術者は、技術士法に定める技術士（総合技術管理部門）の資格を保

有し、生物調査をはじめとした自然環境調査及び生物多様性地域戦略、

環境基本計画、緑の基本計画等の策定支援に従事した経験のあるものと

する。また、主任技術者は、作業手法、関連法令共に専門的知識を有し、

本業務従事者に対して指導的な立場を持ち、全体の技術向上に努めなけ

ればならない。 

イ 照査技術者の選任 

当該成果の品質を確保するための照査を担う役割として、一般財団法

人自然環境研究センターが認定する生物分類技能検定１級の資格を有す

る者を配置する。 

ウ 業務計画 

受託者は、本業務の実施にあたり、調査業務計画書を作成し、区に提

出する。調査業務計画書には次の事項を記載する。 
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(ｱ)  業務概要 

(ｲ)  業務実施体制  

(ｳ)  連絡体制 

(ｴ)  調査従事者 

(ｵ)  工程表 

(ｶ)  打合せ計画 

(ｷ)  調査内容 

(ｸ)  調査方法  

(ｹ)  安全管理計画 

エ 既存資料の整理 

    受託者は、委託履行のため、江東区みどりの実態調査報告書等の調査

報告書及び区所有の資料の整理を行う。 

  オ 現地調査のための準備 

    受託者は、現地調査実施前に調査従事者に対して事故・トラブルがな

いよう十分な研修を行い、近隣住民や歩行者等から問い合わせがあった

場合は身分証明書、腕章を提示できるように携帯し、現地でトラブルや

事故があった場合は速やかに区に報告するよう指導する。また、調査業

務計画書に記載の調査従事者用に、本区に対して身分証明書と腕章の発

行申請を行う。 

 (4)  国内外の生物多様性保全に関する動向調査 

    以下の内容において生物多様性保全に関する調査をする。 

  ア 国内外の動向調査 

    国内外の生物多様性保全に関する最新動向について Web 調査および

資料調査を実施し、過年度に整理した情報を更新する。 

  イ 周辺自治体等の動向調査 

    東京都及び周辺自治体等の生物多様性に関する既存文献や関連計画を

収集・整理し、本区の地域戦略策定の参考資料として整理する。 
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  (5) 区内の現況調査 

   ア 資料調査 

 区内の既存資料の更新状況等を確認し、新たな調査が実施されてい

る場合には、情報の追加・更新を行う（主に河川水辺の国勢調査（国

土交通省）および自然環境保全基礎調査（環境省））。 

 また、区内の都市公園、民間施設等の敷地や東京湾を対象とした既

存の調査報告書等既存文献等を収集し、その内容を整理する。 

 上記について、区全域を対象に、目録および確認位置図の整理を行

う。 

   イ 現地調査 

 現地調査については、表 1 に示す内容とするが、必要に応じて区

担当者と協議の上、調整する。 

 調査は、各調査地点・箇所ごとに種名・確認状況等を記録するとと

もに、各調査地点・箇所の状況や、代表的な生息・生育種等の写真を

撮影する。 

 地域的に重要となる種、あるいは特定外来生物等の外来種が確認さ

れた場合には、別途これらの種の生息・生育状況をまとめる。 

 上記の現況把握調査の結果を踏まえ、区全域の生物多様性の概況を

取りまとめる。 
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(6)  区内における取組状況の整理 

 区がこれまで実施してきた生物多様性保全に関連が深い事業や活動の

把握と整理を行う。また、区内において民間企業や区民団体等が実施し

ている生物多様性保全に関連する取り組みについて整理する。 

(7)  地域特性・課題の整理および目標等の設定 

  ア 地域特性の整理 

 上記(4)～(6)の調査結果で把握した現状を踏まえ、区内の生物多様性

に関する地域特性を整理し、解決すべき課題を抽出し整理する。 
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  イ 課題の整理 

 区の生物多様性や緑・水環境を取り巻く新たな動向や環境の変化、江

東区長期計画や江東区環境基本計画後期、江東区みどりの基本計画、そ

の他関連する法律や計画、最近の国や東京都の取り組みなどを踏まえ、

取り組むべき課題を抽出し整理する。 

  ウ 目標等の設定 

 上記ア・イで把握した現状と課題を踏まえ、関連する法律や他の個別

計画等との整合及び調整を図りつつ、目指すべき姿、地域戦略策定の狙

い、策定にあたっての方向性とおおまかな目標設定、設定すべき指標の

整理を行う。 

 (8) 庁外検討組織の設置支援 

   （仮称）江東区生物多様性地域戦略策定協議会（以下「協議会」とい

う。）の設置支援として、（仮称）江東区生物多様性地域戦略策定に必要

な分野の学識経験者（２名程度）を区に紹介する。 

(9) 検討組織の運営支援 

庁内・庁外の検討組織について下記の運営支援を行う。 

・会議への出席 

・会議の事前準備、資料の作成（必要部数のコピー及び必要に応じて

補足資料の作成を含む。） 

・会議での資料等の説明 

・会議における意見の整理 

・議事録（要旨）作成（録音・要点記録） 

ア 庁内検討組織 

  区課長級職員（約２０人程度）により構成される検討組織として、

年 2回程度開催を想定する。 

イ 庁外検討組織 

 学識経験者、関係団体代表者、事業者、公募区民及び区職員（約２

０人程度）により構成される検討組織として、年 1 回程度開催を想定

する。 
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(10) 調査報告書作成 

各調査、分析、評価したものを調査報告書としてまとめる。調査報告書

の仕様は以下のとおりとする。 

  製本：クルミ製本(Ａ４版) 

  表紙：レザック １７５～２１５kg 程度 

  本体：普通紙、カラー印刷 

 

６ 遵守事項 

 (1) 本委託に関する成果品の所有権は区に帰属する。受託者は、本業務で知

り得た情報を受託者以外の第三者に漏らしてはならない。また、成果品

（作業等の実施過程において得られた記録を含む）を他人に閲覧させ、複

写させ、または譲渡してはならない。ただし、区の承諾を得たときはこの

限りではない。 

 (2) 本業務期間中にトラブルが発生した場合は、速やかに区へ連絡する。た

だし、受託者の責任により発生した場合は、受託者において一切の処理を

する。 

(3) 本業務に関する資料、成果品の所有権は、すべて区に帰属するものとし、

受託者は区の承認を得ることなく第三者に公表、貸与及び使用をしてはな

らない。 

 (4) 受託者は、本業務の完了後速やかに書類を点検整備し、成果品を提出す

る。成果品の引渡し後に内容の不備、不完全が発見された場合には受託者

の負担と責任で直ちに補正する。 

 (5) 受託者は、業務の全部を一括して第三者に委託しないこと。業務の一部

を第三者に委託しようとするときは、あらかじめ区への申請を必要とする。 

(6) 受託者は、暴力団等排除について、別紙「江東区契約における暴力団等 

排除に関する特約条項」を遵守すること。 

(7) 受託者は、個人情報を取り扱う場合は、別紙「個人情報の取扱いに関す 

る特記条項」を遵守すること。 
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(8) 受託者は、自動車を使用する場合は、別紙「自動車の使用に関する特記 

仕様書」を遵守すること。 

 

７ 成果品 

  以下のとおりとする。また、データ類は DVD-R もしくは外付け HDD に格納

し納品する。なお、納品するデータは最新のウィルス対策ソフトを使用しウ

ィルスチェックを行う。 

 (1) 調査報告書 ５部 

(2) 調査報告書電子データ 一式 

 (3) 打合せ協議簿 一式 

 

８ 支払方法 

  受託者は、業務完了日に委託完了届を区に提出し、区の行う履行確認と検

査に合格した後に請求を行うこと。区は、請求に基づき一括で支払うことと

する。 

 

９ その他 

 (1) 本仕様書に記載のない事項又は本業務の履行に関わり疑義が生じた場合

は、区と受託者との協議の上決定する。 

(2) 本仕様書に特に明記がないもの、本業務を進めるうえで当然に必要とな

る資料やデータ等の作成は受託者の責任において行うものとする。 

 

江東区土木部管理課ＣＩＧ推進係 

連絡先：０３－３６４７－２０７９(直通) 



(別紙)
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個人情報の取扱いに関する特記条項 

（個人情報保護法等の遵守） 

第１条 乙は、個人情報の保護に関する法律のほか、甲の定める江東区個人情報の保護に関する

法律施行条例施行規則並びに情報セキュリティポリシー及び情報セキュリティ実施手順に基づ

き、個人情報の取扱いに関する特記条項（以下「特記条項」という。）を遵守しなければならな

い。 

（責任体制の整備） 

第２条 乙は、個人情報の安全管理について、内部における責任体制を構築し、その体制を維持

しなければならない。 

（作業責任者等の届出） 

第３条 乙は、個人情報の取扱いに係る作業責任者及び作業従事者を定め、業務の着手前に書面

により甲に報告しなければならない。 

２ 乙は、個人情報の取扱いに係る作業責任者及び作業従事者を変更する場合の手続を定めなけ

ればならない。 

３ 乙は、作業責任者を変更する場合は、事前に書面により甲に申請し、その承認を得なければ

ならない。 

４ 乙は、作業従事者を変更する場合は、事前に書面により甲に報告しなければならない。 

５ 作業責任者は、仕様書及び特記条項に定める事項を適切に実施するよう作業従事者を監督し

なければならない。 

６ 作業従事者は、作業責任者の指示に従い、仕様書及び特記条項に定める事項を遵守しなけれ

ばならない。 

（作業場所の特定） 

第４条 乙は、個人情報を取り扱う場所（以下「作業場所」という。）を定め、業務の着手前に書

面により甲に報告しなければならない。 

２ 乙は、作業場所を変更する場合は、事前に書面により甲に申請し、その承認を得なければな

らない。 

３ 乙は、甲の事務所内に作業場所を設置する場合は、作業責任者及び作業従事者に対して、乙

が発行する身分証明書を常時携帯させ、事業者名が分かるようにしなければならない。 

（教育の実施） 

第５条 乙は、個人情報の保護、情報セキュリティに対する意識の向上、仕様書及び特記条項に

おける作業従事者が遵守すべき事項その他本委託業務の適切な履行に必要な教育及び研修を、

作業従事者全員に対して実施しなければならない。 

２ 乙は、前項の教育及び研修を実施するに当たり、実施計画を策定し、実施体制を確立しなけ

ればならない。 

（守秘義務） 

第６条 乙は、本委託業務の履行により直接又は間接に知り得た個人情報を第三者に漏らしては

(別紙)
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ならない。契約期間満了後又は契約解除後も同様とする。 

２ 乙は、本委託業務にかかわる作業責任者及び作業従事者から、秘密保持に関する誓約書（甲

に対する誓約書をいう。以下単に「誓約書」という。）を徴取し、これを甲に提出しなければな

らない。 

（再委託） 

第７条 乙は、本委託業務の全部の委託をしてはならない。 

２ 乙は、甲の書面による許諾を得た場合に限り、本委託業務の一部の委託（以下「再委託」と

いう。）をすることができる。 

３ 乙は、前項の許諾を得ようとするときは、次の事項を明確にした上で、事前に、書面により

再委託をする旨を甲に申請しなければならない。 

(1) 再委託を受ける者の名称 

(2) 再委託をする理由 

(3) 再委託をして処理する内容 

(4) 再委託を受ける者において取り扱う個人情報 

(5) 再委託を受ける者における安全性及び信頼性を確保する対策 

(6) 再委託を受ける者が当該再委託に係る業務の全部又は一部の委託をすることの有無 

(7) 再委託を受ける者に対する管理及び監督の方法 

４ 乙は、第２項の規定により再委託をしたときは、再委託を受けた者に本契約に基づく一切の

義務を遵守させるとともに、甲に対し、再委託を受けた者の全ての行為及びその結果について

責任を負うものとする。 

５ 乙は、第２項の規定により再委託をしたときは、乙と再委託を受けた者との契約において、

再委託を受けた者に対する乙の管理及び監督の手続及び方法を具体的に規定しなければならな

い。 

６ 乙は、第２項の規定により再委託をしたときは、その履行につき管理及び監督をするととも

に、甲の求めに応じ、管理及び監督の状況を甲に対し適宜報告しなければならない。 

７ 乙は、第２項の規定により再委託をしたときは、再委託を受けた者に、当該再委託に係る業

務にかかわる作業責任者及び作業従事者から誓約書を徴取させなければならない。 

８ 前項の誓約書は、乙が、再委託を受けた者から受け取り、甲に提出しなければならない。 
（派遣労働者等の利用時の措置） 

第８条 乙は、本委託業務を派遣労働者、契約社員その他の正社員以外の労働者に行わせる場合

は、正社員以外の労働者に本契約に基づく一切の義務を遵守させなければならない。 

２ 乙は、甲に対して、正社員以外の労働者の全ての行為及びその結果について責任を負うもの

とする。 

（個人情報の管理） 

第９条 乙は、本委託業務において利用する個人情報を保持している間は、次の各号の定めると

ころにより、個人情報の管理を行わなければならない。 

(1) 施錠が可能な保管庫又は施錠若しくは入退室管理の可能な保管室で厳重に個人情報を保管
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すること。 

(2) 甲が指定した場所へ持ち出す場合を除き、個人情報を定められた場所から持ち出さないこ

と。 

(3) 個人情報を電子データで持ち出す場合は、電子データの暗号化処理又はこれと同等以上の

保護措置を施すこと。 

(4) 事前に甲の承認を受けて、業務を行う場所で、かつ、業務に必要最小限の範囲で行う場合

を除き、個人情報を複製又は複写しないこと。 

(5) 個人情報を移送する場合、移送時の体制を明確にすること。 

(6) 個人情報を電子データで保管する場合、当該データが記録された媒体及びそのバックアッ

プの保管状況並びに記録されたデータの正確性について、定期的に点検すること。 

(7) 個人情報を管理するための台帳を整備し、個人情報の利用者、保管場所その他の個人情報

の取扱いの状況を当該台帳に記録すること。 

(8) 個人情報の紛失、漏えい、改ざん、破損その他の事故（以下「個人情報の漏えい等の事故」

という。）を防ぎ、機密性、完全性及び可用性の維持に責任を負うこと。 

(9) 作業場所に、私用パソコン、私用外部記録媒体その他の私用物を持ち込んで、個人情報を

扱う作業を行わせないこと。 

(10) 個人情報を利用する作業を行うパソコンに、個人情報の漏えいにつながると考えられる業

務に関係のないアプリケーションをインストールしないこと。 

（提供された個人情報の目的外利用及び第三者への提供の禁止） 

第１０条 乙は、本委託業務において利用する個人情報について、本委託業務以外の目的で利用

してはならない。また、甲に無断で第三者へ提供してはならない。 

（個人情報の受渡し等） 

第１１条 乙は、甲乙間の個人情報の受渡しに関しては、甲が指定した手段、日時及び場所で行

った上で、甲に個人情報の預り証を提出しなければならない。 

２ 本委託業務において電子計算組織の運用又は保守をする場合は、乙は、業務の着手前に、接

続又は操作をすることができる情報の種類及び範囲並びに接続又は操作の方法について甲の指

示を受けるものとする。 

（個人情報の返還、消去又は廃棄） 

第１２条 乙は、本委託業務の終了時に、本委託業務において利用する個人情報について、甲の

指定した方法により、返還、消去又は廃棄を実施しなければならない。 

２ 乙は、本委託業務において利用する個人情報を消去又は廃棄する場合は、事前に消去又は廃

棄すべき個人情報の項目、媒体名、数量、消去又は廃棄の方法及び処理予定日を書面により甲

に申請し、その承諾を得なければならない。 

３ 乙は、個人情報の消去又は廃棄に際し甲から立会いを求められた場合は、これに応じなけれ

ばならない。 

４ 乙は、本委託業務において利用する個人情報を消去又は廃棄する場合は、当該情報が記録さ

れた電磁的記録媒体の物理的な破壊その他当該個人情報を判読不可能とするのに必要な措置を
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講じなければならない。 

５ 乙は、個人情報の消去又は廃棄を行った後、消去又は廃棄を行った日時、担当者名及び消去

又は廃棄の内容を記録し、書面により甲に対して報告しなければならない。 

（定期報告及び緊急時報告） 

第１３条 乙は、甲から、個人情報の取扱いの状況について報告を求められた場合は、直ちに報

告しなければならない。 

２ 乙は、個人情報の取扱いの状況に関する定期報告及び緊急時報告の手順を定めなければなら

ない。 

（監査及び検査） 

第１４条 甲は、本委託業務に係る個人情報の取扱いについて、本契約の規定に基づき必要な措

置が講じられているかどうか検証及び確認するため、乙及び再委託先に対して、監査又は検査

を行うことができる。 

２ 甲は、前項の目的を達するため、乙に対して必要な情報を求め、又は本委託業務の処理に関

して必要な指示をすることができる。 

（事故時の対応） 

第１５条 乙は、本委託業務に関し個人情報の漏えい等の事故が発生した場合は、その事故の発

生に係る帰責の有無にかかわらず、直ちに甲に対して、当該事故にかかわる個人情報の内容、

件数、事故の発生場所、発生状況を書面により報告し、甲の指示に従わなければならない。 

２ 乙は、個人情報の漏えい等の事故が発生した場合に備え、甲その他の関係者との連絡、証拠

保全、被害拡大の防止、復旧、再発防止の措置を迅速かつ適切に実施するために、緊急時対応

計画を定めなければならない。 

３ 甲は、本委託業務に関し個人情報の漏えい等の事故が発生した場合は、必要に応じて当該事

故に関する情報を公表することができる。 

（契約解除） 

第１６条 甲は、乙が特記条項に定める義務を履行しない場合は、特記条項に関連する委託業務

の全部又は一部を解除することができる。 

２ 乙は、前項の規定による契約の解除により損害を受けた場合においても、甲に対して、その

損害の賠償を請求することはできないものとする。 

（損害賠償） 

第１７条 乙の故意又は過失を問わず、乙が特記条項の内容に違反し、又は怠ったことにより、

甲に対する損害を発生させた場合は、乙は、甲に対して、その損害を賠償しなければならない。 
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(別紙)
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